
様の年⾦請求書には、次の〇印の書類を添付してください。

老齢年金の請求手続きのご案内

相談受付 令和   年   ⽉   ⽇ 担当者名

項番 添付書類

１

２

３

４

５

６

８

10

年⾦証書・年⾦⼿帳（被保険者証）・基礎年⾦番号通知書 本⼈    配偶者

対象 提出前に
ご確認を

本⼈

恩給証書（受給権があるものすべて）

雇⽤保険被保険者証・雇⽤保険受給資格者証

⼾籍全部事項証明書（⼾籍謄本）・

⾼年齢雇⽤継続給付⽀給決定通知書

住⺠票

所得証明書・課税（⾮課税）証明書

請求者名義の預⾦通帳・貯⾦通帳・キャッシュカード
・貯蓄⼝座では年⾦の受け取りができません。

扶養者・被扶養者を確認できるもの

その他に必要な書類
ア 医師の診断書・レントゲンフィルム・⾝体障害者⼿帳
イ 「年⾦受給選択申出書」
ウ 「加給年⾦額⽀給停⽌事由該当届」
エ その他（ ）

提出時期 令和   年   ⽉   ⽇ 以降

⼿続きの際の注意事項
■

■
■

■

-１-

【国⺠年⾦】  【厚生年金保険】  

本⼈    配偶者

⼾籍⼀部事項証明書（⼾籍抄本） 本⼈ 配偶者 ⼦

（世帯主・続柄・変更事項の記載のあるもの）

（ 平 成・令和 年 ⽉ ⽇ 以降 ）

（ 平 成・令和 年 ⽉ ⽇ 以降 ）
配偶者 世帯全員

（ 平 成・令 和 年 度〔 平成・令 和 年 1 ⽉ 1 2 ⽉ 所 得〕）
本⼈ 配偶者 ⼦

本⼈７

在学証明書・学⽣証 ⼦

健康保険被保険者証・共済組合員証
＊
＊コピーを添付する場合は、被保険者証等に記載された保険者番号およ

び記号・番号等を判別、復元できないようマスキング（⿊塗り等）し
てください。

本⼈ 配偶者 ⼦９

＊ 医師の診断書以外はコピーを添付書類とすることができます。4、5、6、

代理⼈の⽅が相談にお越しになるときは、「委任状」のほか、代理⼈の⽅のご本⼈確認のため運転免許証など
をご⽤意ください。また、請求者ご本⼈の印かんが必要となる場合があります。

と記載されているもの以外は、添付書類は、「コピー」、「コピー可」 原本を添付してください。
⼾籍謄本、住⺠票等 年⾦請求等に⽤いることを⽬的として交付されたものを除きます。( ) の原本については、
原本を提出したお客様から原本返却のお申出があった場合、職員がそのコピーをとらせていただいた上で、お返
しいたします。(第三者証明、診断書等、原本返却できない書類もあります。)
個⼈番号(マイナンバー)をご記⼊いただくことにより、ご本⼈の⽣年⽉⽇に関する書類 )(住⺠票等 の添付を省略でき
ます。また、マイナンバーについては、２ページをご確認ください。



記⼊上の注意事項
■この記⼊例は、過去に国⺠年⾦と厚⽣年⾦保険に加⼊していた⽅が、会社に勤務しながら⽼齢厚⽣年⾦を請求する

＜請求書1ページ＞

-２-

ネンキン タ ロ ウ

年 金

X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X

スギナミ タカイドニシ３-５-２４

杉 並 高井戸西３丁目５番２４号

1 6 8 　 0 0 7 1

090 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ 03 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

原則として、住⺠票住所を記
⼊してください。
ただし、住⺠票住所と異なる
居所を通知書等送付先とする
場合には、例外的に年⾦請求
書の住所欄に通知書等送付先
を記⼊した上で、別途、「住
⺠基本台帳による住所の更新
停⽌・解除申出書」を提出し
てください。

タ ロ ウネンキン

ネンキン

年 金

タカイド

高 井 戸

場合のものです。

マイナンバーをご記⼊いた
だくことにより、毎年誕⽣
⽉にご提出いただく「年⾦
受給権者現況届」が原則不
要となります。

加給年⾦額の対象となる⽅との
⽣計維持の確認をするため、毎
年、年⾦受給者の誕⽣⽉に⽇本
年⾦機構より送付される「⽣計
維持確認届」の提出は必要です。

＊

⾦融機関またはゆうちょ銀⾏
の証明を受けてください。
なお、次の場合は、⾦融機関
またはゆうちょ銀⾏の証明は
必要ありません。

預⾦通帳（貯⾦通帳）を
持参する場合
次のコピーのうちいずれ
か１点を添付する場合
①預⾦通帳（貯⾦通帳）
②キャッシュカード
③預⾦⼝座を明らかにで

きる⾦融機関が発⾏す
る書類

・

・

・インターネット専業銀⾏※

※

等の⼝座番号がわかる画⾯
をプリントアウトしたもの
等を添付する場合

インターネット専業銀⾏の中に
は年⾦の受け取りができない銀
⾏もあります。

記⼊不要です。

太 郎

年 金

X X X X X X

太 郎



＜請求書3ページ＞

＜請求書5ページ＞

加⼊していた年⾦制度が国⺠年⾦
のときは、記⼊不要です。

事業所（会社）の名称、所在地が現
在変わっている場合でも、勤務して
いた当時のものをご記⼊ください。

保険料納付済期間（厚⽣年⾦保険や
共済組合等の加⼊期間を含む）およ
び保険料免除期間の合計が25年未
満の場合は、必ずご記⼊ください。

-３-

過去に加⼊したことのある制度の
記号をすべて〇で囲んでくださ
い。

〇〇建設（株）

〇〇化学（株）
〇〇〇支店

60
58

60

４ 9
9 19

9 20
3 3 31

3 ４ １
在 職 中

八王子市〇〇
X-X-XXX

千代田区〇〇
X-X

杉並区〇〇〇
X-X-X

S50.4.4
S52.3.31
S52.4.1
S58.4.8

20

21
21

28

10

8

〇〇大学 〇〇区

アメリカ
合 衆 国



＜請求書7ページ＞
すでに年⾦を受け取っている場合、
または、他の年⾦の請求⼿続きをし
ている場合は、必ず〇で囲んでくだ
さい。
原則として２つ以上の年⾦を同時に
受け取ることはできません。いずれ
か⼀⽅の年⾦を選ぶことになりま
す。

「はい」を〇で囲んだ場合は、直近
に交付された雇⽤保険被保険者証等
に記載された雇⽤保険被保険者番号
をご記⼊ください。

最後に雇⽤保険の被保険者でなくな
った⽇から7年以上経過している⽅
や、「いいえ」を〇で囲んだ場合
は、「事由書」の記⼊が必要です。

イ

X X X X X X X X X X X

-４-



-５-

⽣計を同じくしている配偶者
がいる場合は、〇で囲んでく
ださい。

共済年⾦等を受け取っている
場合は、年⾦証書の記号番号
等をご記⼊ください。

⽣計を同じくしている⼦がい
る場合は、ご記⼊ください。

「ある」を〇で囲んだ場合
は、診断書の提出が必要で
す。

＜請求書9ページ＞

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

年 金 次 郎
ネンキン ジ ロ ウ

X X  X X  X X

エ X X  X X X-XX-XX-XXXXXX-X

年 金 花 子

ネンキン ハ ナ コ

X X  X X  X X



-６-

記⼊例のように請求者が申し⽴
てを⾏った場合、同居の事実を
明らかにすることができる住⺠
票（コピー不可）が必要です。

＜ ＞請求書11ページ

請求書9ページで配偶者および⼦の
マイナンバーを記⼊した場合、住⺠

請求書13ページ＜ ＞

票は不要です。

＊

･

収⼊について証明する書類が必要
です。

イナンバーを記⼊した場合、収⼊につ
請求書9ページで配偶者および⼦のマ＊

いて証明する書類は不要です。

年 金  太 郎

次郎

XX  XX  XX

年 金  太 郎

国 年  三 郎
コクネン　サブロウ

ネ ン キ ン 　 タ ロ ウ

XX  XX  XX

XX  XX  XX

X X X X X X X X X X

会社の同僚

0 9 0 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

0 9 0 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

168　007 1

杉並区高井戸西３丁目５番２４号

168　XXXX

杉並区〇〇〇〇　9-9-9 〇〇マンション101



-７-

＜ ＞請求書19ページ

請求者が⾃ら署名された場合は、
押印不要です。

ご本⼈の所得の⾒積⾦額が900万
円を超える場合、〇で囲んでくだ
さい。

所得の⾒積⾦額をご記⼊くださ
い。
「配偶者区分」欄に〇をした場合
は、記⼊不要です。

配偶者の収⼊が年⾦のみで、左記
の⾦額に該当する場合、〇で囲ん
でください。

障害のある⽅は、『普通障害』か
『特別障害』いずれかを〇で囲ん
でください。
「摘要」欄に、⽒名、⾝体障害者
⼿帳などの種類と交付年⽉⽇、障
害の程度（等級など）をご記⼊く
ださい。

3

ネ ン キ ン タ ロ ウ

年 金 太 郎

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

杉並 高井戸西３丁目５番２４号

ス ギ ナ ミ タ カ イ ド ニ シ ３ - ５ - ２ ４

1 6 8 　 0 0 7 1

X X X X 　 X X X X X X

X X  X X  X X

090 ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ

X X  X X  X X年 金

ネンキン  イチロウ

次 郎 子

子
年 金 一 郎

ネンキン  ジロウ

ネンキン  ハナコ

年 金 花 子 ＸＸ  ＸＸ  ＸＸ

3 XX XX

0

0

X X  X X  X X

年金太郎は身体障害者手帳の3級

年金花子は身体障害者手帳の2級
（平成XX年XX月XX日交付）

（平成XX年XX月XX日交付）



＜年⾦を受け取るまで＞

＜年⾦の定期の受け取り＞

年⾦請求の⼿続きが終わると次のように各種通知書が郵送され、年⾦の受け取りが始まります。

①「年⾦請求書」を提出します お近くの年⾦事務所に提出します（郵送可）。

＜1か⽉程度（加⼊状況の再確認を要する⽅は2か⽉程度）＞

･･･････

････････････

･････････････

②「年⾦証書・年⾦決定通知書」が
ご⾃宅に郵送されます 「年⾦証書・年⾦決定通知書」でお知らせしている内容は受

給資格を取得した時点のものです。

③年⾦の受け取りが始まります
「年⾦⽀払通知書」または
「年⾦振込通知書」がご⾃宅に郵送されます

年⾦額が決定され、年⾦証書がご⾃宅に郵送されてから初め
ての受け取りまでの期間は、50⽇程度です。
ただし、２つ以上の年⾦を受け取ることができる⽅や、さか
のぼって年⾦給付が発⽣する⽅などは、50⽇以上かかる場合
があります。最初に受け取る⾦額の内訳は、⽇本年⾦機構か
ら郵送される「年⾦⽀払通知書」または「年⾦振込通知書」
をご覧ください。

年⾦は２⽉、４⽉、６⽉、８⽉、10⽉、12⽉（偶数⽉）の15⽇（⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇のときは、その直前の営業⽇）
に受け取れます。

各定期⽉に受け取る年⾦額は受け取る⽉の前２か⽉分です。

例
２⽉の⽀払…前年12⽉と、１⽉の２か⽉分
４⽉の⽀払…２⽉と、３⽉の２か⽉分

＊初めて年⾦を受け取るときなどは、奇数⽉の場合があります。
＊1年間（6⽉から翌年の4⽉まで）の各期に受け取る年⾦額を記載した「振込通知書」が、原則として、毎年6⽉にご⾃宅に郵送されます。

＜５０⽇間程度＞

-８-

＜厚⽣年⾦基⾦・国⺠年⾦基⾦に加⼊されている⽅へ＞

◆この年⾦請求書とは別に⼿続きが必要です。 ◆この年⾦請求書とは別に⼿続きが必要です。
基⾦に加⼊している（加⼊していた）期間につ
いては、厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

･

･

･

･

基⾦に加⼊している（加⼊していた）期間につ
いては、国⺠年⾦基⾦にお問い合わせください。

加⼊していた厚⽣年⾦基⾦の加⼊期間が10年未満
で脱退された場合および加⼊していた厚⽣年⾦基
⾦が解散している場合は、企業年⾦連合会にお問
い合わせください。

60歳になる前に基⾦を脱退した⽅（ただし、15
年以上基⾦に加⼊していた⽅を除く）は、国⺠年
⾦基⾦連合会にお問い合わせください。

《企業年⾦連合会へのお問い合わせ先》
電話番号︓0570-02-2666 《国⺠年⾦基⾦連合会へのお問い合わせ先》

電話番号︓03-5411-0211
＊PHS・IP電話からは03-5777-2666

厚⽣年⾦基⾦ 国⺠年⾦基⾦


